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１ 【募集】高山市働き方改革セミナー第４弾 

「あなたの働き方改革ここが間違っています」参加者募集【高山市】 

 

２ 「過労死等防止啓発月間」について【厚生労働省】 

 

３ 「くるみん」「プラチナくるみん」認定について【厚生労働省】 

 

４ 「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進 エクセレント企業認定」に向けた補助金申請の募集に

ついて【岐阜県】 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 【募集】高山市働き方改革セミナー第４弾 

     「あなたの働き方改革ここが間違っています」参加者募集について 

 

 「働き方改革」は企業にとってこれからの時代に生き残れるかどうかを左右するほどの重要課題

です。本質的な改革に取り組めば、企業の業績を向上させ、働く人の生活の質を高めることにもつ

ながります。今後の働き方改革にどう取り組むべきか、豊富な取材経験に基づいた独自の視点で働

き方改革の本質に迫ります。 

 

○日時 １２月３日（木） 午後１時３０分～午後３時（受付 午後１時） 

○会場 高山市民文化会館 ３階講堂（３－１１） 

    高山市昭和町１丁目１８８－１ 

○講師 白河 桃子（昭和女子大学 客員教授、内閣官房「働き方改革実現会議」有識者議員） 

○定員 ５０人 

○参加料  無料 

○申込方法 次の市ホームページよりお早めにお申し込みください。 

 https://www.city.takayama.lg.jp/events/1000045/1013112.html 

※ご質問がありましたら、申込フォームにご記入ください。 

○問合せ先 高山市商工課 電話０５７７－３５－３１４４ 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

２ 「過労死等防止啓発月間」について 

https://www.city.takayama.lg.jp/events/1000045/1013112.html


 

 毎年１１月は「過労死等防止啓発月間」です。 

長時間労働の削減には、適正な労働時間の把握が必要であり、使用者にはその責務があります。時

間外・休日労働協定（３６協定）の内容を労働者に周知し、週労働時間が６０時間以上の労働者を

無くすよう、努力しましょう。 

 

○労働条件について 

「確かめよう労働条件」（事業者・人事労務担当者向け） 

https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp 

○職場における健康管理やメンタルヘルス対策について 

「こころの耳」（事業者向け） 

https://kokoro.mhlw.go.jp/employer/ 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

３ 「くるみん」「プラチナくるみん」認定について【岐阜県労働局】 

 

 「くるみん認定」や「プラチナくるみん認定」の認定企業になると、「仕事と育児の両立支援に取

り組んでいる企業」であることを社内外にアピールすることができます。また建物などの取得や増

改築の際に減価償却の優遇制度（くるみん税制）が適用されるほか、各種税制優遇措置を受けるこ

とができます。 

 

〇くるみんマーク・プラチナくるみんマークについて（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.h

tml 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

４ 「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進 エクセレント企業認定」に向けた補助金申請の募集に

ついて 

 

 岐阜県では、「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業」の認定を促進するため、

企業等が行う働き方改革、従業員の育児や介護の支援、女性活躍推進等の取組に対して補助をしま

す。 

 

○募集期限 令和２年１２月１８日（金） 

○対象者 岐阜県内に所在し、次の要件を全て満たす企業又は団体 

・「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業」の登録を受けていること。 

https://kokoro.mhlw.go.jp/employer/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html


・次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ているこ

と。 

・エクセレント企業の認定に向けた計画を策定していること。 

 

○「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業」認定制度（岐阜県） 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/8666.html 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

【メールマガジンの配信中止・メールアドレスの変更】 

配信中止や配信先のメールアドレスの変更を希望される場合は、rousei555@city.takayama.lg.jpあ

てにメールでご連絡ください。 

○配信中止の場合 

タイトル 【配信中止】 

本  文 事業所・団体名、氏名 

○メールアドレス変更の場合 

タイトル 【メールアドレス変更】 

本  文 事業所・団体名、氏名、新・旧メールアドレス 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/8666.html

